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平
成
27
年
度

　
一
般
会
計
予
算
等
を
審
査

一
般
会
計
予
算
を
可
決

陳
情
の
議
決
結
果

　

今
定
例
会
で
は
、
新
た
に
７
件

の
陳
情
が
提
出
さ
れ
、
３
件
を
採

択
、
１
件
を
議
決
不
要
、
２
件
を

継
続
審
査
と
し
、
１
件
を
全
議
員

に
配
付
し
ま
し
た
。

【
採
択
し
た
陳
情
】

◇�

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に
対
す

る
医
療
費
助
成
の
拡
充
に
つ

い
て
の
陳
情

陳
情
の
要
旨

　

衆
参
両
院
お
よ
び
政
府
に
対

し
、
ウ
イ
ル
ス
性
肝
硬
変
・
肝
が

ん
患
者
に
対
す
る
医
療
費
助
成
制

度
の
拡
充
と
身
体
障
害
者
手
帳
認

定
基
準
の
緩
和
を
内
容
と
す
る
意

見
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
。

委
員
会
及
び
本
会
議
の
審
議
結
果

　

委
員
会
、
本
会
議
と
も
に
総
員

の
賛
成
に
よ
り
採
択
し
ま
し
た
。

◇�

鎌
倉
山
二
丁
目
を
事
業
地
と
し

て
さ
く
ら
建
設
が
届
け
出
た

大
規
模
開
発
計
画
に
対
し
、
過

去
の
経
緯
と
接
続
道
路
の
実

情
を
踏
ま
え
た
厳
正
な
る
処

置
を
求
め
る
陳
情

陳
情
の
要
旨

　

事
業
者
の
提
出
し
た
開
発
計
画

に
つ
い
て
、
過
去
の
経
緯
を
踏
ま

え
た
厳
正
な
処
置
を
取
る
よ
う
市

に
対
し
て
強
く
要
望
す
る
こ
と
を

求
め
る
も
の
。

委
員
会
及
び
本
会
議
の
審
議
結
果

　

委
員
会
、
本
会
議
と
も
に
総
員

の
賛
成
に
よ
り
採
択
し
ま
し
た
。

◇�

異
な
る
２
社
が
同
一
時
期
に
施

工
す
る
開
発
工
事
の
工
事
協

定
協
議
に
つ
い
て
の
陳
情

陳
情
の
要
旨

　

隣
接
す
る
工
事
の
安
全
確
保
の

た
め
、
住
民
を
含
め
た
３
者
同
時

の
工
事
協
定
協
議
が
で
き
る
よ
う

市
が
業
者
に
働
き
か
け
る
こ
と
を

求
め
る
も
の
。

委
員
会
及
び
本
会
議
の
審
議
結
果

　

委
員
会
は
可
否
同
数
の
た
め
、

委
員
長
裁
決
に
よ
り
採
択
し
、
本

会
議
は
多
数
の
賛
成
に
よ
り
採
択

し
ま
し
た
。

　

２
月
13
日
に
開
催
さ
れ
た
本
会

議
に
お
い
て
、
平
成
27
年
度
の
市

政
運
営
に
対
す
る
市
長
の
所
信
と

施
策
概
要
の
説
明
が
行
わ
れ
、
一

般
会
計
予
算
、
下
水
道
事
業
等
６

特
別
会
計
予
算
な
ど
、
平
成
27
年

度
予
算
関
係
議
案
25
件
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
予
算
総
額
）

一�

般
会
計
及
び
６
特
別
会
計
の
合

計
／
１
１
１
１
億
８
８
４
０

万
円
（
前
年
度
比
４
％
の
増
）

（
各
予
算
規
模
）

一�

般
会
計
／
６
１
３
億
６
４
０
０

万
円
（
前
年
度
比
１
・
１
％
の

増
）

特�

別
会
計
／
下
水
道
事
業
、
大
船

駅
東
口
市
街
地
再
開
発
事
業
、

国
民
健
康
保
険
事
業
、
公
共
用

地
先
行
取
得
事
業
、
介
護
保
険

事
業
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医

療
事
業
の
６
特
別
会
計
合
計

で
、
４
９
８
億
２
４
４
０
万
円

（
前
年
度
比
７
・
８
％
の
増
）

１　
予
算
特
別
委
員
会
の
設
置

　

２
月
19
日
に
開
催
さ
れ
た
本
会

議
に
お
い
て
、
新
年
度
予
算
等
に

対
す
る
各
会
派
か
ら
の
代
表
質
問

を
終
え
た
後
に
、
特
別
委
員
会
設

置
の
動
議
に
よ
り
10
名
の
委
員
か

ら
な
る
平
成
27
年
度
鎌
倉
市
一
般

会
計
予
算
等
審
査
特
別
委
員
会

（
以
下
「
予
算
特
別
委
員
会
」）
を

設
置
し
、
予
算
関
係
議
案
25
議
案

の
審
査
を
付
託
し
ま
し
た
。

２　
予
算
特
別
委
員
会
で
審
査

（
担
当
原
局
・
市
長
へ
の
質
疑
）

　

予
算
特
別
委
員
会
で
は
、
付
託

さ
れ
た
予
算
議
案
等
に
つ
い
て
、

市
長
が
所
信
表
明
で
述
べ
て
い
る

予
算
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
、
第

３
次
総
合
計
画
第
３
期
基
本
計
画

前
期
実
施
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ

た
諸
事
業
を
は
じ
め
、
市
民
生
活

に
密
着
し
た
事
業
や
重
点
的
か
つ

政
策
的
な
課
題
・
施
策
が
ど
の
よ

う
に
予
算
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

か
な
ど
の
観
点
か
ら
、
３
月
５
日

か
ら
10
日
に
か
け
て
、
担
当
原
局

に
対
し
、
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
３
月
16
日
に
は
、
施
策
の

一
部
に
つ
い
て
市
長
へ
の
質
疑
を

行
い
、
津
波
浸
水
想
定
区
域
に
お

け
る
津
波
対
策
に
関
す
る
こ
と
、

ご
み
処
理
に
関
す
る
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
見
解
を
た
だ
し
ま
し
た
。

３　
予
算
特
別
委
員
会
で
採
決

　

付
託
を
受
け
た
平
成
27
年
度
一

般
会
計
予
算
な
ど
25
議
案
の
採
決

を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
一
般
会
計
予
算
、

下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
を
は

じ
め
と
す
る
６
特
別
会
計
予
算
お

よ
び
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画

協
議
会
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
等

18
件
の
条
例
関
係
議
案
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

４　
審
査
結
果
の
報
告

　

３
月
19
日
の
本
会
議
に
お
い

て
、
予
算
特
別
委
員
長
か
ら
審
査

結
果
等
が
報
告
さ
れ
、
次
の
意
見

が
付
さ
れ
ま
し
た
。

①
津
波
対
策
に
つ
い
て

県
か
ら
、
相
模
ト
ラ
フ
西
側

を
震
源
と
す
る
大
地
震
に
よ

り
、
由
比
ガ
浜
地
区
の
海
岸
に

最
大
高
さ
13
メ
ー
ト
ル
の
津
波

が
約
14
分
で
到
達
す
る
等
の
新

た
な
津
波
浸
水
予
測
が
発
表
さ

れ
た
こ
と
を
受
け
、
臨
海
部
の

低
地
に
位
置
す
る
高
齢
者
、
障

害
者
お
よ
び
子
ど
も
等
、
い
わ

ゆ
る
災
害
弱
者
に
係
る
施
設
に

お
い
て
は
避
難
計
画
の
見
直
し

が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市

と
し
て
、
津
波
被
害
の
心
配
の

な
い
地
域
へ
の
移
転
の
働
き
か

け
な
ど
、
市
民
の
命
を
守
る
と

い
う
観
点
で
の
早
急
な
支
援
・

対
策
を
要
望
す
る
。

併
せ
て
、
防
災
教
育
の
在
り

方
に
つ
い
て
、
現
在
、
本
市
で

は
、
小
・
中
学
校
及
び
高
等
学

校
に
お
い
て
実
践
的
な
防
災
教

育
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
特
に

小
学
生
に
対
し
て
は
、
自
分
の

命
を
自
分
で
守
る
こ
と
が
親
や

周
囲
の
人
た
ち
を
守
る
こ
と
に

通
じ
る
と
い
う
意
識
付
け
が
大

切
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
親
子
、

友
人
、
そ
し
て
地
域
と
の
関
わ

り
を
考
え
る
好
機
と
し
て
防
災

教
育
の
さ
ら
な
る
充
実
を
要
望

す
る
。

②�

保
育
園
お
よ
び
子
ど
も
の
家
の

待
機
児
童
対
策

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制

度
に
関
連
し
、
ま
ず
保
育
園
の

待
機
児
童
対
策
に
つ
い
て
、
潜

在
的
な
も
の
を
含
め
る
と
待
機

児
童
数
は
増
加
の
一
途
を
た

ど
っ
て
お
り
、
早
急
な
対
応
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
認
定

こ
ど
も
園
へ
移
行
す
る
幼
稚
園

の
募
集
や
、
家
庭
的
保
育
事
業

者
の
増
員
等
、
引
き
続
き
具
体

的
な
対
応
を
求
め
る
。

ま
た
、
子
ど
も
の
家
の
待
機

児
童
対
策
に
つ
い
て
は
、
厚
生

労
働
省
と
文
部
科
学
省
の
新
し

い
方
針
に
よ
り
施
設
を
運
営
す

べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
に
伴
い

子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
が
変

化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｎ
Ｐ

О
と
の
連
携
等
も
含
め
、
子
ど

も
の
放
課
後
の
過
ご
し
方
、
在

り
方
自
体
を
早
期
に
見
直
す
こ

と
を
求
め
る
。

③�

市
民
の
健
康
づ
く
り
の
促
進
に

つ
い
て

健
康
相
談
お
よ
び
各
種
検
診

等
の
事
業
に
関
し
、
生
活
習
慣

病
の
予
防
や
、
が
ん
等
の
早
期

発
見
、
早
期
治
療
が
、
ひ
い
て

は
医
療
費
や
介
護
保
険
給
付
費

の
軽
減
に
も
つ
な
が
る
な
ど
、

そ
の
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
市
民
が
健
や
か
に

暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
「
健
康

寿
命
」
を
延
伸
し
、
将
来
の
歳

出
削
減
に
つ
な
が
る
よ
う
、
全

庁
的
な
連
携
の
強
化
と
と
も

に
、
健
康
づ
く
り
を
予
防
面
か

ら
支
援
す
る
取
り
組
み
の
拡
充

を
求
め
る
。

５　
本
会
議
で
採
決

　

委
員
長
報
告
の
後
、
７
会
派
の

議
員
か
ら
、
討
論
と
し
て
、
原
案

に
対
す
る
賛
否
の
意
見
が
表
明
さ

れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、採
決
を
行
っ
た
結
果
、

下
水
道
事
業
、
大
船
駅
東
口
市
街

地
再
開
発
事
業
、
公
共
用
地
先
行

取
得
事
業
、
後
期
高
齢
者
医
療
事

業
の
４
特
別
会
計
予
算
お
よ
び
16

件
の
条
例
関
係
議
案
は
総
員
の
賛

成
に
よ
り
可
決
、
ま
た
一
般
会
計

予
算
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
事

業
、
介
護
保
険
事
業
の
２
特
別
会

計
予
算
な
ら
び
に
職
員
の
特
殊
勤

務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
、
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

は
、
多
数
の
賛
成
に
よ
り
可
決
し

ま
し
た
。

予算特別委員会委員
委 員 長 永田磨梨奈（鎌夢会）
副委員長 山田　直人（鎌倉みらい）

委 員

河村　琢磨（みんな）
保坂　令子（神奈川ネット鎌倉）
西岡　幸子（公明党）
池田　　実（鎌倉みらい）
日向　慎吾（鎌夢会）
渡辺　　隆（みんな）
渡邊昌一郎（新・草莽の会）
吉岡　和江（日本共産党）

可 決 し た 意 見 書

鎌倉市議会からのお知らせ

提出の締め切り…提出はいつ
でも可能ですが、定例会初日
の前日までに提出された場合
はその定例会で審査し、それ
以降の提出の場合は次回定例
会での審査となります。

◇かまくら議会だより　音声版・点訳版のご案内
　�「かまくら議会だより」は、鎌倉朗読・録音奉仕会と鎌倉市点訳赤十字奉仕
団のご協力により、音声版（収録テープ・デイジー）と点訳版を作成してい
ます。ご希望の方は議会事務局�議事調査担当までお問い合わせください。

◇請願・陳情の出し方
　�市民の皆さんの意見・要望を、市議会を通して行政に反映させる制度
として請願と陳情があります。請願は１人以上の紹介議員の署名が必
要ですが、陳情は不要です。提出に当たっては、所定の様式があるた
め、事前に議会事務局議事調査担当までお問い合わせください。

鎌倉市議会事務局
議事調査担当

電　話：0467（23）3000　内線2448
ＦＡＸ：0467（23）5825
メール：gikai02@city.kamakura.
　　　　kanagawa.jp

http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/gikai/ または、
鎌倉市議会ホームページはこちら！ 鎌倉市議会 検索

本会議・委員会映像公開中です！
　鎌倉市議会では、本会議および各常任委員会等について生中継を行っています（録画
映像も見ることができます）。

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書
　我が国では、Ｂ型及びＣ型ウイルス性肝炎の患者・感染者が合わせて
300万人以上存在すると推計されており、それに対する国の法的責任は、「肝
炎対策基本法」や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製
剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別
措置法」、「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置
法」においても確認されるところである。
　ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事
業として実施されているが、対象となる医療が、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス
の減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とＢ型肝
炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、対象から外れている患
者は相当数に上っている。特に、肝硬変・肝がん患者については、就労が
困難な方も多く、高額な医療費負担により、生活にも支障を来している状
況にある。
　また、肝硬変を中心とする肝疾患は、身体障害者福祉法上の障害認定の
対象とはされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、現行
の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘
がある。
　平成23年に制定された「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に
関する特別措置法」の国会審議において、「とりわけ肝硬変及び肝がんの
患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」
との附帯決議がなされたにもかかわらず、肝硬変・肝がん患者に対する医
療費助成を含む生活支援について、新たな具体的措置は講じられていない
状況にある。
　肝硬変・肝がん患者への、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の
猶予もない課題である。
　よって、国におかれては、次の事項について、速やかに実現されるよう
強く要望する。
　１　ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
　２　�身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準

を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　　　平成27年３月４日
� 　鎌　　倉　　市　　議　　会

　議会は、地方自治法第99条の規定に基づき、地方公共団体の公益に関す
ることについて、意見書を国会または関係行政庁に提出することができま
す。今定例会では次の意見書を可決し、鎌倉市議会として関係機関に送付
しました。


